
 

 

 

 

 

当院は医療DXを通じた質の高い医療を提供で

きるように以下の体制整備を行っております。 
 

●当院では、診療報酬のオンライン請求をおこなっております。 

●当院では健康保険法第３条第１３項に規定する電子資格確認(オンラ 

イン資格確認)を行っております。また、患者さんにご同意頂いた上 

で、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得 

し、診察室等で閲覧・活用する事で、質の高い医療を提供できるよう 

に努めています。 

 

●マイナ保険証利用を促進するなど、医療 DXを通じて質の高い医療 

の提供を推進しています。 

 

●電子処方箋の発行する体制及び電子カルテ情報共有サービスの 

導入・活用について現在検討中です。 

医療情報取得加算及び 

医療 DX推進体制整備加算 

にかかる掲示 
 












